
所有者等の探索の開始等について（お知らせ）

別紙に掲げる土地は、表題部所有者不明土地（表題部所有者不明土地の登記及び管理

の適正化に関する法律（令和元年法律第１５号）第３条第１項に規定する表題部所有者

不明土地をいう。）であり、同項に基づく当該土地の所有者等の探索を行うので、お知ら

せします。

また、当該土地の利害関係人は、本日から同法第１５条第２項又は第１７条後段の公

告がされるまでの間、当該土地の所有者等（所有権又は共有持分が帰属し、又は帰属し

ていた自然人又は法人（法人でない社団又は財団を含む。）をいう。）について、下記の

提出先宛てに意見又は資料を提出することができます。

令和６年４月１２日

さいたま地方法務局 川口出張所

登記官 中 里 孝 之

記

意見又は資料の提出先

川口市中青木２丁目１９番５号（〒 332-0032）
さいたま地方法務局 川口出張所

０４８－２５５－４８４４ ナビダイヤル②番



（別紙）

第0306-2024-0048号 川口市大字安行領根岸字小谷島 ３１８番３ 公衆用道路 ３・３０㎡

第0306-2024-0049号 川口市大字安行領根岸字小谷島 ３１９番３ 公衆用道路 １６㎡

第0306-2024-0050号 川口市大字安行領根岸字小谷島 ３２８番２ 公衆用道路 ２９㎡

第0306-2024-0051号 川口市大字安行領根岸字小谷島 ３６８番２ 公衆用道路 ６２㎡

第0306-2024-0052号 川口市大字安行領根岸字小谷島 ３７１番２ 公衆用道路 ３３㎡

第0306-2024-0053号 川口市大字安行領根岸字小谷島 ３９９番 田 ２９㎡

第0306-2024-0054号 川口市大字安行領根岸字外谷田 ２８８７番２ 宅地 １２・３９㎡

第0306-2024-0055号 川口市大字安行領根岸字鹿島 １２７３番１ － ３３㎡

第0306-2024-0056号 川口市大字安行領根岸字谷下 １５８番 宅地 １９８・３４㎡

第0306-2024-0057号 川口市大字安行領根岸字谷下 １５９番 宅地 ８５４・５４㎡

第0306-2024-0058号 川口市大字安行領根岸字谷下 １６８番 宅地 ６４３・４７㎡

第0306-2024-0059号 川口市大字安行領根岸字谷下 １６９番 宅地 ５５８・６７㎡

第0306-2024-0060号 川口市大字東内野字十二石 ４３番２ 田 １９㎡

第0306-2024-0061号 川口市大字東内野字十二石 ４３番３ 田 １９㎡

管理番号 地番 地目 地積所在


